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健康増進課から 料理教室 のご案内です！ 合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
希
望
者
を
追
加
募
集
い
た
し
ま
す
！

　

町
で
は
、
し
尿
と
生
活
雑
排
水
を
一
緒
に

処
理
で
き
る
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る

方
に
対
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
設
置
費
用
の

一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
平
成
25
年
度
の
合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
補
助
金
に
つ
い
て
追
加
募
集
を
い
た
し

ま
す
。

◎
補
助
金
の
額
（
募
集
基
数
）

　

５
人
槽（
２
基
）…
６
６
４
，０
０
０
円
／

基

　

７
人
槽（
１
基
）…
７
０
２
，０
０
０
円
／

基

　

10
人
槽（
１
基
）…
７
５
２
，０
０
０
円
／

基

　

 （
注
）
①
１
４
０
㎡
（
約
４
２
．
３
５
坪
）

以
下
は
５
人
槽
、
②
１
４
０
㎡
を
超
え
る

場
合
は
７
人
槽
、
③
台
所
お
よ
び
浴
室
が

二
か
所
以
上
あ
る
場
合（
二
世
帯
住
宅
等
）

は
10
人
槽

※
補
助
を
受
け
る
方
の
う
ち
、
既
設
の
単
独

処
理
浄
化
槽
を
撤
去
す
る
場
合
、
撤
去
費

用
の
一
部
（
限
度
額
９
０
，
０
０
０
円
／

基
）

を
補
助
し
ま
す
。

◎
受
付
期
間

　

平
成
25
年
７
月
11
日（
木
）〜
８
月
９
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

（
閉
庁
日
を
除
く
）

◎
申
込
み
で
き
る
方

　

公
共
下
水
道
区
域
及
び
農
業
集
落
排
水
事

業
実
施
区
域
を
除
く
区
域
に
お
い
て
、
平
成

26
年
２
月
末
ま
で
に
専
用
住
宅
（
小
規
模
店

舗
等
を
併
設
の
場
合
は
住
宅
部
分
の
床
面
積

が
総
面
積
の
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と
。）

へ
高
度
処
理
型
合
併
処
理
浄
化
槽
（
Ｎ
型
）

の
設
置
補
助
事
業
が
完
了
で
き
る
方
。

　

た
だ
し
次
の
①
〜
④
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

① 

法
律
に
基
づ
く
設
置
の
届
出
を
し
な
い

で
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合

② 

販
売
の
目
的
で
、
合
併
処
理
浄
化
槽
付
き

住
宅
等
を
建
築
す
る
場
合

③ 
住
宅
等
を
借
り
て
い
る
方
で
、
賃
貸
人
の

承
諾
が
得
ら
れ
な
い
場
合

④
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

③ 

個
人
住
宅
を
新
築
ま
た
は
、
増
改
築
す
る

場
合

◎
申
込
み
方
法

　

印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
下
水
道
課
窓
口

（
９
番
）へ
直
接
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。ま
た
、

申
込
み
の
際
に
、
浄
化
槽
を
設
置
す
る
住
宅

の
延
べ
床
面
積
を
う
か
が
い
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
お
調
べ
く
だ
さ
い
。

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
な
り
ま

す
の
で
、
補
助
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

　

下
水
道
課　

☎
（
２
４
０
）
７
１
２
７

◎浄化槽は正しく管理しましょう
・ 浄化槽が正常に機能するよ
う、保守点検を年３～４回
行いましょう。

・ 浄化槽を設置した方は、法定
検査を受けましょう。
・ 検査機関は（公財）茨城県
水質保全協会です。
　 検査の申込は、保守点検業
者または清掃業者を通して
行えます。

水戸市新ごみ処理施設整備事業　環境影響評価準備書の縦覧・住民説明会について

　水戸市が計画している新ごみ処理施設整備事業について、茨城県環境影響評価条例（※１）の規定に
基づき、環境影響評価準備書（※２）の縦覧を行うとともに、住民説明会を開催します。
　この準備書について環境保全の見地から意見のある方は意見書を提出することができます。

◇縦覧について
　期　日：８月５日（月）～９月４日（水）　
　　　　　午前８時 30 分～午後５時（土日除く）
　場　所：茨城町みどり環境課（２番窓口）、
　　　　　水戸市ごみ対策課、
　　　　　茨城県行政情報センター

◇住民説明会について
　期　日：８月 23 日（金）　午後７時～
　場　所：茨城町広浦小学校　体育館

◇意見書の提出先について
 　８月５日（月）から９月 18 日（水）まで
に、直接または郵送で水戸市役所ごみ対策課
（〒310－8610 水戸市中央１－４－１まで。意
見書の様式は縦覧場所に用意してあります。）
【問合せ先】水戸市役所ごみ対策課　
　　　　　　☎０２９－２３２－９１１４

【問合せ・申込み先】健康増進課　☎２４０－７１３４

男の料理教室 健康長寿のための料理教室

　茨城町食生活改善推進員が講師となって、調理
の基本と簡単でおいしい健康食づくりをテーマに
料理教室を開きます。
　料理の経験がある方もない方もお気軽にご参加
ください。

日　　時：平成 25 年８月 27 日（火）
　　　　　午前９時 30 分～正午
　　　　　（９時 15 分から受付）
場　　所：ゆうゆう館内保健センター
　　　　　栄養指導室
参 加 費：200 円（材料費）
対　　象：40 歳以上の男性（定員 20 名）
持 参 品：エプロン、三角巾、米１合
申込方法： ８月16日（金）までに、健康増進課または

食生活改善推進員にお申込みください。

　「元気で長生き」をするためには、好き嫌いな
く食べること。一度、毎日のお食事に視点を向け
てみませんか。
　男女問わず、料理の経験がある方もない方も、
お気軽にご参加ください。

日　　時：平成 25 年８月 29 日（木）
　　　　　午前９時 30 分～正午
　　　　　（９時 15 分から受付）
場　　所：ゆうゆう館内保健センター
　　　　　栄養指導室
参 加 費：200 円（材料費）
対　　象：65 歳以上の方（定員 20 名）
持 参 品：エプロン、三角巾、米１合
申込方法： ８月 16 日（金）までに、健康増進課

にお申込みください。

家
屋
（
住
宅
や
倉
庫
な
ど
）
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

住
宅
や
倉
庫
な
ど
の
家
屋
を
取
り
壊
し
た

場
合
、
家
屋
課
税
台
帳
を
抹
消
し
な
い
と
今

後
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

取
り
壊
し
た
際
に
は
必
ず
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
住
宅
（
居
宅
）
が
建
っ
て
い
る
土

地
（
住
宅
用
地
）
は
、「
住
宅
用
地
に
対
す
る

課
税
標
準
の
特
例
」
が
適
用
さ
れ
、
土
地
に

対
す
る
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
住
宅
を
取
り
壊
す
と
、
そ
の
特

例
の
適
用
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
、
固
定

資
産
税
が
増
額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
（
賦
課

期
日
）
現
在
の
状
況
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
翌
年
度
か
ら

そ
の
家
屋
は
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
取

り
壊
し
を
行
っ
た
年
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の

ま
ま
の
課
税
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
さ
れ
た
と
き
は
・
・
・

　

新
築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋（
住
宅
や
物
置
、車

庫
な
ど
）は
、固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

税
務
課
で
は
、
そ
の
税
額
の
基
礎
と
な
る

評
価
額
を
算
出
す
る
た
め
に
、
家
屋
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

家
屋
調
査
を
行
う
場
合
に
は
、
家
屋
の
完

成
後
所
有
者
か
ら
の
申
告（
連
絡
）も
し
く
は
、

訪
問
や
電
話
連
絡
に
よ
り
調
査
日
時
を
調
整

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

　

税
務
課　

☎
（
２
４
０
）
７
１
１
４

平成 25年度
排水設備主任技術者試験・
事前講習会の実施について

　茨城県下水道協会による平成 25
年度排水設備主任技術者試験及び講
習会が行われます。
　受験に関する資格、申込み等に関
する詳しい内容につきましては、都
市建設部下水道課までお問合せくだ
さい。

試験日時：平成25年10月22日（火）
講 習 会：平成25年９月19日（木）
会　　場：水戸プラザホテル（両日とも）
申込期限： 平成 25年８月19日（月）

必着

【申込み・問合せ先】
　下水道課公共下水道グループ
　☎２４０－７１２７

【用語説明】

※１　環境影響評価条例
　環境影響評価（環境アセスメント）制度とは、事業
者が事業の実施に当たって、あらかじめその事業が環
境に及ぼす影響について調査、予測、評価を行い、そ
の結果を公表し、住民や関係する自治体等の意見を聴
きながら、環境への影響をできるたけ少なくするため
の一連の手続きの仕組みです。

※２　準備書
　事業者は、事業の実施が環境に及ぼす影響について
調査・予測・評価を行うとともに、この環境影響評価
の結果をまとめた「準備書」を作成し、公表します。
　住民や知事などは、この準備書に対し環境保全の見
地から意見を述べます。


